
この文書は、「高齢社会対策基本法」（平成 7年法律第 129 号）第
8条の規定に基づき、「高齢化の状況及び政府が講じた高齢社会
対策の実施の状況」及び「高齢化の状況を考慮して講じようとす
る施策」について報告を行うものである。

「高齢社会対策基本法」に基づき、毎年、国会に提出（法定白書）。今回で31回目。
〈高齢社会対策基本法〉
第8条�　政府は、毎年、国会に、高齢化の状況及び政府が講じた高齢社会対策の実施の状況に関する報

告書を提出しなければならない。
2�　政府は、毎年、前項の報告に係る高齢化の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした
文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

第1章　高齢化の状況
　第1節及び第2節　�高齢化の状況及び高齢期の暮らしの動向（高齢化の推移と将来推計、

65歳以上の就業者数及び就業率の推移、65歳以上の一人暮らしの者
の動向）

　第3節　〈特集〉国際比較調査に見る日本の高齢者の生活と意識の特徴

第2章　令和7年度高齢社会対策の実施の状況
　第1節　高齢社会対策の基本的枠組み
　第2節　分野別の施策の実施の状況（令和7年度に各府省庁が講じた施策）

1　就業・所得
2　健康・福祉
3　学習・社会参加
4　生活環境
5　研究開発・国際展開等

　〈トピックス〉
1　�〈静岡県静岡市〉認知症ケア推進センターかけこまち七間町�
～認知症のこと、気軽に話してみませんか～

2　�〈神奈川県愛川町、長崎県長与町〉�
地域において多世代、多様な主体が集まる場を生み出す仕掛け�
～「支える側」にも「支えられる側」にもなれる社会を目指して～

3　�〈愛媛県宇和島市、株式会社aba〉�
デジタル技術を活用した高齢者の日常生活を支える事例�
～高齢者を支える人をも支える技術～

4　�住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について�
～誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して～

第3章　令和8年度高齢社会対策
　第1節　令和8年度の高齢社会対策の基本的な取組
　第2節　分野別の高齢社会対策（令和8年度の各府省庁の主な施策）

1　就業・所得
2　健康・福祉
3　学習・社会参加
4　生活環境
5　研究開発・国際展開等

本白書で掲載しているデータや数値は、原則として令和8年3月31日までに公表されたデータに基づいている。これらは確定した値
であるほか、速報値（暫定値、推計値）等を含む場合がある。そのため、本白書公表後に差異が生じる場合がある。
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